
 
 

 

一 

 
 

 

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
第
四
節 

離
婚
等 

 
 

 
 

「
第
四
節 

離
婚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
一
款 

協
議
上
の
離
婚 

目
次
中 

 

第
一
款 

協
議
上
の
離
婚 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

に
改
め
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
二
款 

裁
判
上
の
離
婚 

 
 
 
 
 
 

第
二
款 
裁
判
上
の
離
婚
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
三
款 

失
踪
の
宣
告
に
よ
る
婚
姻
の
解
消
」 

 

第
七
百
三
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
七
百
三
十
一
条 

十
八
歳
に
達
し
な
い
者
は
、
婚
姻
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

第
七
百
三
十
三
条
第
一
項
中
「
取
消
の
日
か
ら
六
箇
月
」
を
「
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
百
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
取
消
の
前
か
ら
懐
胎
し
て
い
た
場
合
に
は
」
を
「
取
消
し
の
日
以
後
に
出
産
し
た
と
き
は
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
百
四
十
六
条
中
「
取
消
の
日
か
ら
六
箇
月
」
を
「
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
百
日
」
に
、
「
そ
の
取
消
」
を
「
そ
の

取
消
し
」
に
改
め
る
。 

第
七
百
五
十
条
中
「
夫
又
は
妻
の
氏
」
を
「
夫
若
し
く
は
妻
の
氏
を
称
し
、
又
は
各
自
の
婚
姻
前
の
氏
」
に
改
め
る
。 



 

 
 

 

二 

 
第
七
百
五
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
七
百
五
十
四
条 

削
除 

 

第
四
編
第
二
章
第
四
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

第
四
節 
離
婚
等 

 

第
七
百
六
十
六
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

父
母
が
協
議
上
の
離
婚
を
す
る
と
き
は
、
子
の
監
護
を
す
べ
き
者
、
父
又
は
母
と
子
と
の
面
会
及
び
交
流
、
子
の
監
護
に

 

要
す
る
費
用
の
分
担
そ
の
他
子
の
監
護
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
そ
の
協
議
で
こ
れ
を
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

 

は
、
子
の
利
益
を
最
も
優
先
し
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
七
百
六
十
六
条
第
二
項
中
「
子
の
利
益
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
」
を
削
り
、
「
子
の
監
護
を
す
べ
き 

者
」
を
「
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
定
め
」
に
、
「
監
護
に
」
を
「
子
の
監
護
に
」
に
改
め
、 

同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
、
「
監
護
」
を
「
子
の
監
護
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加 

え
る
。 

 
 

前
項
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
が
、
同
項
に
規
定
す
る
事 



 
 

 

三 

 
項
を
定
め
る
。 

 

第
七
百
六
十
八
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

前
項
の
場
合
に
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
離
婚
後
の
当
事
者
間
の
財
産
上
の
衡
平
を
図
る
た
め
、
当
事
者
双
方
が
そ
の
協
力

 

に
よ
つ
て
取
得
し
、
又
は
維
持
し
た
財
産
の
額
及
び
そ
の
取
得
又
は
維
持
に
つ
い
て
の
各
当
事
者
の
寄
与
の
程
度
、
婚
姻
の

 

期
間
、
婚
姻
中
の
生
活
水
準
、
婚
姻
中
の
協
力
及
び
扶
助
の
状
況
、
各
当
事
者
の
年
齢
、
心
身
の
状
況
、
職
業
及
び
収
入
そ

 

の
他
一
切
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
分
与
を
さ
せ
る
べ
き
か
ど
う
か
並
び
に
分
与
の
額
及
び
方
法
を
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お

 

い
て
、
当
事
者
双
方
が
そ
の
協
力
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
、
又
は
維
持
す
る
に
つ
い
て
の
各
当
事
者
の
寄
与
の
程
度
は
、
そ

 

の
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
相
等
し
い
も
の
と
す
る
。 

 

第
七
百
七
十
条
第
一
項
中
「
左
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
、
「
訴
」
を
「
訴
え
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加

え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
関
係
が
回
復
の
見
込
み
の
な
い
破
綻た

ん

に
至
つ
て
い
な

 

い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

第
七
百
七
十
条
第
一
項
第
三
号
中
「
明
か
」
を
「
明
ら
か
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

 
 

 

四 

 
四 

夫
婦
が
五
年
以
上
継
続
し
て
婚
姻
の
本
旨
に
反
す
る
別
居
を
し
て
い
る
と
き
。 

 

五 
前
二
号
の
ほ
か
、
婚
姻
関
係
が
破
綻
し
て
回
復
の
見
込
み
が
な
い
と
き
。 

 

第
七
百
七
十
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

裁
判
所
は
、
前
項
の
事
由
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
も
、
離
婚
が
配
偶
者
又
は
子
に
著
し
い
生
活
の
困
窮
又
は
耐
え
難
い
精 

 

神
上
の
苦
痛
を
も
た
ら
す
と
き
は
、
離
婚
の
請
求
を
棄
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
由 

 

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
離
婚
の
請
求
を
し
て
い
る
者
が
配
偶
者
に
対
す
る
協
力
及
び
扶
助
を
著
し
く
怠
つ
て
い
る
こ
と
に 

 

よ
り
そ
の
請
求
が
信
義
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

第
四
編
第
二
章
第
四
節
に
次
の
一
款
を
加
え
る
。 

 
 
 
 
 

第
三
款 

失
踪
の
宣
告
に
よ
る
婚
姻
の
解
消 

第
七
百
七
十
一
条
の
二 

夫
婦
の
一
方
が
失
踪
の
宣
告
を
受
け
た
後
他
の
一
方
が
再
婚
を
し
た
と
き
は
、
再
婚
後
に
さ
れ
た
失

 

踪
の
宣
告
の
取
消
し
は
、
失
踪
の
宣
告
に
よ
る
前
婚
の
解
消
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。 

 
 

前
項
の
場
合
に
は
、
前
婚
に
よ
る
姻
族
関
係
は
、
失
踪
の
宣
告
の
取
消
し
に
よ
つ
て
終
了
す
る
。
た
だ
し
、
失
踪
の
宣
告

 

後
そ
の
取
消
し
前
に
さ
れ
た
第
七
百
二
十
八
条
第
二
項
の
意
思
表
示
の
効
力
を
妨
げ
な
い
。 



 
 

 

五 

 
 

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
婚
に
よ
つ
て
氏
を
改
め
た
夫
又
は
妻
は
、
前
婚
前
の
氏
に
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
七
百
六
十
六
条
及
び
第
七
百
六
十
八
条
の
規
定
は
第
一
項
の
場
合
に
、
第
七
百
六
十
九
条
の
規
定
は
第
二
項
本
文
及
び

 

前
項
の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。 

 

第
七
百
九
十
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

嫡
出
で
あ
る
子
は
、
父
母
の
氏
（
子
の
出
生
前
に
父
母
が
離
婚
を
し
た
と
き
は
、
離
婚
の
際
に
お
け
る
父
母
の
氏
）
又
は

 

そ
の
出
生
の
際
に
お
け
る
父
母
の
協
議
で
定
め
ら
れ
た
父
若
し
く
は
母
の
氏
（
父
母
の
一
方
が
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と

 

が
で
き
な
い
と
き
は
、
他
の
一
方
が
定
め
た
父
又
は
母
の
氏
）
を
称
す
る
。 

 

第
七
百
九
十
一
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
子
の
父
母
が
氏
を
異
に
す
る
夫
婦
で
あ
つ
て
子
が
未
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、
父
母
の
婚
姻
中
は
、
特
別
の
事

 

情
が
あ
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

第
七
百
九
十
一
条
第
二
項
中
「
父
母
と
」
を
「
父
母
の
双
方
と
」
に
、
「
許
可
を
得
な
い
で
」
を
「
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」

に
改
め
、
「
父
母
の
氏
」
の
下
に
「
又
は
そ
の
父
若
し
く
は
母
の
氏
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 



 

 
 

 

六 

 
 

子
の
出
生
後
に
婚
姻
を
し
た
父
母
が
氏
を
異
に
す
る
夫
婦
で
あ
る
場
合
に
は
、
子
は
、
父
母
の
婚
姻
中
に
限
り
、
第
一
項

 

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
戸
籍
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
父
又
は
母
の
氏
を
称
す
る
こ

 

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
父
母
の
婚
姻
後
に
子
が
そ
の
氏
を
改
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

第
八
百
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
八
百
十
条 

養
子
は
、
養
親
の
氏
（
氏
を
異
に
す
る
夫
婦
が
と
も
に
養
子
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
養
子
が
未
成
年
者
で
あ

 

る
と
き
は
、
養
親
の
協
議
で
定
め
ら
れ
た
養
親
の
い
ず
れ
か
の
氏
、
養
子
が
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
事
者
の
協
議
で
定

 

め
た
養
親
の
い
ず
れ
か
の
氏
）
を
称
す
る
。 

 
 

氏
を
異
に
す
る
夫
婦
の
一
方
が
配
偶
者
の
嫡
出
で
あ
る
子
を
養
子
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
養
子
は
、
前
項
の
規
定
に
か

 

か
わ
ら
ず
、
養
子
が
未
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、
養
親
と
そ
の
配
偶
者
の
協
議
で
定
め
ら
れ
た
養
親
又
は
そ
の
配
偶
者
の
氏

 

（
配
偶
者
が
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
養
親
が
定
め
た
養
親
又
は
そ
の
配
偶
者
の
氏
）
、
養
子
が

 

成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
事
者
の
協
議
で
定
め
た
養
親
又
は
そ
の
配
偶
者
の
氏
（
配
偶
者
が
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と

 

が
で
き
な
い
と
き
は
、
養
親
と
養
子
の
協
議
で
定
め
た
養
親
又
は
そ
の
配
偶
者
の
氏
）
を
称
す
る
。 

 
 

養
子
が
婚
姻
に
よ
つ
て
氏
を
改
め
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
婚
姻
の
際
に
定
め
た
氏
を
称
す
べ
き
間
は
、
前
二
項
の
規
定
を 



 
 

 

七 

 
適
用
し
な
い
。 

 

第
八
百
十
四
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

裁
判
所
は
、
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
事
由
が
あ
る
と
き
で
も
、
一
切
の
事
情
を
考
慮
し
て
縁
組
の
継
続
を
相
当
と
認

 

め
る
と
き
は
、
離
縁
の
請
求
を
棄
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
八
百
十
九
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

父
母
の
婚
姻
中
に
そ
の
一
方
が
失
踪
の
宣
告
を
受
け
た
後
他
の
一
方
が
再
婚
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
再
婚
後
に
失
踪
の 

 

宣
告
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
親
権
は
、
再
婚
を
し
た
父
又
は
母
が
こ
れ
を
行
う
。 

 

第
九
百
条
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
た
だ
し
書
中
「
但
し
、
嫡
出
で
な
い
子
の
相
続
分
は
、
嫡
出
で 

あ
る
子
の
相
続
分
の
二
分
の
一
と
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
経
過
措
置
の
原
則
） 



 

 
 

 

八 

第
二
条 

改
正
後
の
民
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
附
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の

 

法
律
の
施
行
前
に
生
じ
た
事
項
に
も
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
改
正
前
の
民
法
の
規
定
に
よ
り
生
じ
た
効
力
を
妨
げ
な
い
。 

 

（
婚
姻
適
齢
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
十
六
歳
に
達
し
て
い
る
女
は
、
新
法
第
七
百
三
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
婚
姻
を
す 

 

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
夫
婦
の
氏
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
婚
姻
に
よ
っ
て
氏
を
改
め
た
夫
又
は
妻
は
、
婚
姻
中
に
限
り
、
配
偶
者
と
の
合
意
に
基
づ

き
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
戸
籍
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
婚
姻
前
の

氏
に
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
父
又
は
母
が
婚
姻
前
の
氏
に
復
し
た
場
合
に
は
、
子
は
、
父
母
の
婚
姻
中
に
限
り
、
父
母
が
同
項
の

届
出
を
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
戸
籍
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
婚
姻
前
の
氏
に
復
し
た

父
又
は
母
の
氏
を
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
新
法
第
七
百
九
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定

を
準
用
す
る
。 



 
 

 

九 

 
（
失
踪
の
宣
告
の
取
消
し
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
五
条 

新
法
第
七
百
七
十
一
条
の
二
及
び
第
八
百
十
九
条
第
四
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
さ
れ
た
失
踪
の
宣
告

の
取
消
し
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
相
続
の
効
力
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
六
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
開
始
し
た
相
続
に
関
し
て
は
、
な
お
、
改
正
前
の
民
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

（
検
討
） 

第
七
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
離
婚
後
の
子
の
監
護
に
要
す
る
費
用
の
支
払
そ
の
他
離
婚
後

の
子
の
監
護
に
係
る
義
務
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。





 
 

 

一
一 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

最
近
に
お
け
る
国
民
の
価
値
観
の
多
様
化
及
び
女
性
の
地
位
の
向
上
、
こ
れ
ら
を
反
映
し
た
世
論
の
動
向
等
に
か
ん
が
み
、

婚
姻
制
度
に
関
し
て
は
、
個
人
の
尊
重
と
男
女
の
対
等
な
関
係
の
構
築
等
の
観
点
か
ら
選
択
的
夫
婦
別
氏
制
の
導
入
並
び
に
婚

姻
最
低
年
齢
及
び
再
婚
禁
止
期
間
の
見
直
し
等
を
行
い
、
離
婚
制
度
に
関
し
て
は
、
離
婚
後
の
子
の
福
祉
の
観
点
か
ら
子
の
監

護
に
関
す
る
規
定
等
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
婚
姻
関
係
の
回
復
の
見
込
み
の
な
い
破
綻た

ん

が
離
婚
原
因
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
、
相
続
制
度
に
関
し
て
は
、
嫡
出
で
な
い
子
の
権
利
の
保
護
の
観
点
か
ら
嫡
出
で
な
い
子
の
相
続
分
を
嫡
出
で
あ
る
子
の

相
続
分
と
同
一
と
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


